
1 本書の意義

本書は, わが国勤労者が直面している労働時間問題

に真正面から取り組んだ力作である｡ 今日, わが国社

会が解決を迫られている重要問題として少子化問題が

ある｡ 少子化問題をもたらした要因にはいくつもある

と考えられるが, その主要因の一つはワーク・ライフ・

バランス (仕事と私生活の調和) が成り立ちにくい勤

労者生活の実態があり, その背景には労働時間問題の

存在がある｡ ワーク・ライフ・バランス推進の観点か

らも, 本書の刊行はまことに時宜を得たものである｡

労働時間問題として, わが国にどのような問題が存

在するだろうか｡ 恐らく多くの人は, 恒常的残業の問

題, サ－ビス残業の問題, そして年次有給休暇の未消

化問題を指摘するのではないだろうか｡ 著者は本書に

おいてこうした問題を, ｢長時間労働問題｣ として取

り上げて, 分析し, 問題の背景を探り, 政策提言を行っ

ている｡

｢長時間労働問題｣ に対する本書の基本的アプロー

チは, 著者が実施した実態調査に基づく膨大なデータ

を利用して, 今日の長時間労働の実態を分析すること

にある｡ 統計的調査に基づく分析では, 分析結果の提

示は技術的となりがちであり, 数値に事実を語らせる

ということになるから読み手にとって内容が無味乾燥

になりがちである｡ また数値をどのように解釈したら

よいかという難しい問題が発生する｡

しかし著者は, 研究成果を研究者に限らず企業, 労

働組合そして行政の関係者, 勤労者とその家族にも知

らしめたいという狙いから, 平易な文章とすることに

心がけ大変読みやすい記述となっている｡ また統計的

数値の読み方についても, 著者のこれまでの労働時間

に関する研究成果を援用して, 慎重な言い回しの下で

適切な解釈を加えており, 読者が数値を前にして途方

に暮れることのないように努めている｡ したがって,

本書は今日の労働時間実態を万人向けに平易に解説し

た書とみることが可能である｡ 本書副題の ｢働きすぎ

日本人の実像｣ には, 実態調査に基づいてわが国の労

働時間の実情を明らかにした, という趣旨がよく現れ

ている｡

2 本書の内容と分析上の成果

まず本書の概要を述べるとともに, 著者が調査結果

から導きだした主要な結論を整理することにしよう｡

第 1章 ｢日本の労働時間はどうなっているか｣ では,

長時間労働者の割合が増加していることの紹介や世界

の中での日本の労働時間水準に言及しつつ, 本書全体

のイントロダクションの役割を演じている｡

第 2章 ｢長時間労働の実態｣ は本書全体の基礎をな

す部分である｡ まず, 属性 (性, 年齢階層, 職種, 役

職, 業種, 勤務時間制度, 年収階層) の別に正社員の

労働時間 (2005 年 6 月) の状況を見る｡ 長時間労働

の有無を浮き彫りにするために, 労働者の属性別に総

労働時間 (サ－ビス残業を含む) が 120～160 時間以

下, 161～200 時間未満, 200～240 時間未満,

240～300 時間の 4 区分別の労働者分布を明らかにす

る｡ 分布を見ることにより, どのような属性の労働者

に長時間労働が多いかが明らかとなる｡ 月間所定内労

No. 573/April 200888

書 評
BOOK REVIEWS

●
お
ぐ
ら
・
か
ず
や

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機

構
主
任
研
究
員
。

●日本経済新聞出版社

2007 年 11 月刊
B6 判･261 頁･ 2100 円
(税込)

小倉 一哉 著

『エンドレス・ワーカーズ』
働きすぎ日本人の実像

笹島 芳雄



●BOOK REVIEWS

働時間が 160時間 (＝8時間×20日) であるとすると,

総実労働時間 240 時間は過労死認定基準の一部となる

｢80 時間の超過勤務｣ に相当する水準である｡ 男性の

23％が 240 時間を超えているが, 輸送・運転職種では

46％が, 裁量労働制・みなし労働の労働者では 32％

が 240 時間を超えている｡ 長時間労働だからといって

年収も高くなる, という傾向は見られない｡ 年収が低

い労働者にも長時間労働が広がっていることを明らか

にする｡

また, 超過労働時間 (サービス残業を含む) および

サービス残業時間の実態を, 労働者の属性別に明らか

にした｡ 労働者の 53％はサービス残業をしていない

が, サービス残業をしている人についてみると平均

29 時間であった｡ 興味深いのは, どういう労働者層

がサービス残業を行うのか, その点を分析しているこ

とである｡ ｢余暇よりも仕事に生きがいを感じる人｣

にその傾向があることはわれわれの実感に合うが, フ

レックスタイム制の下ではサービス残業が生じにくい,

という重要な帰結を得ていることを指摘しておきたい｡

第 3章 ｢なぜ残業をするのか｣ では, 長時間労働の

原因となる残業を行う理由を分析する｡ 理由のトップ

は ｢そもそも所定労働時間内では片づかない仕事量だ

から｣ であり, 次いで ｢自分の仕事をきちんと仕上げ

たいから｣ ｢仕事の性格上, 所定外でないとできない

仕事があるから｣ の順である｡ どのような仕事で仕事

量が多いのか, どのような属性の人が ｢仕事をきちん

と仕上げたい｣ のかの分析が続く｡ 分析により明らか

となったことは常識的な内容である｡ この章で興味深

いのは残業理由とストレスとの関係分析である｡ 残業

理由として ｢仕事量｣ を挙げた者の方が, ｢きちんと

仕上げたい｣ を挙げた者よりも仕事上のストレスを強

く感じているという事実を明らかにした｡

第 4章 ｢長時間労働の心身への影響｣ では, 長時間

労働の労働者ほど睡眠時間の短いことを示し, 長時間

労働と ｢責任が重過ぎる｣ や ｢仕事の成果が過度に重

視される｣ とか ｢相談する相手がいない｣ との相関は

それほど強くはない, ことを示している｡ 長時間労働

ほど, 休日・休暇の満足感の低いことや仕事と生活の

バランスの満足感の低いことは当然と考えられるが,

その点も統計的に実証している｡ ｢物事に集中できな

い｣ ｢憂うつだと感じる｣ ｢何をするのも面倒と感じる｣

といった心の状態に関しては, 男性は労働時間の長さ

と無関係であるのに対して, 女性の場合には労働時間

が長いほど心の状態が不安定となることを明らかにし

た｡ 以上から, メンタルヘルスケア対策を考える際に,

長時間労働者だけを対象とするのは疑問である, と主

張している｡

第 5 章では, ｢課長クラス｣ 以上の管理職, あるい

は ｢裁量労働制・みなし労働｣ か ｢労働時間管理なし｣

のいずれかに該当する労働者のことを ｢労働時間管理

が緩やかな労働者｣ と定義して, これらの労働者の労

働時間を分析する｡ その結果, ｢労働時間管理が緩や

かな労働者｣ はそれ以外の労働者と比べて, 労働時間

の長いこと, 仕事を家に持ち帰る頻度も多いことを明

らかにする｡ 著者は, 労働時間管理が緩やかなのであ

れば, 仕事を ｢いつ, どのくらいやるか｣ についての

自由度が高いから, 労働時間も元来長くならないので

はないか, にもかかわらず労働時間が長いのは仕事量

を制御できないからではないか, と推論する｡ さらに

労働時間管理が緩やかな労働者は仕事志向の強い人が

多いとの分析結果を導いている｡ 2006 年から 07 年に

かけてわが国では, ホワイトカラー・エグゼンプショ

ン制度の導入問題に関する議論が沸騰した｡ アメリカ

での同制度の対象となる労働者の割合は 21％であり,

わが国ではすでに同じくらいの割合の労働者が似た制

度の下にあるとする指摘も重要である｡

第 5章までは正社員に関する分析であり, 第 6章で

は一転して, 増大著しい非正社員の労働時間を分析対

象とする｡ 非正社員で残業する人が増加しており残業

時間も長くなっていることを示す｡ パートタイマーと

派遣社員を比べると, 派遣社員の方が残業頻度は多い｡

非正社員は正社員と比較して時間的拘束が弱いと見ら

れているが, 残業時間に関する限り正社員とそれほど

異ならないのは注目するべき点である｡ 非正社員が正

社員にとって代わっていることの重要な証左ではない

か｡ またパートタイマーにもサービス残業が存在する

ことに言及している｡

第 7章 ｢有給休暇の問題｣ では, まず性・年齢階層・

職種の別に年休の保有日数, 消化日数, 消化率をみる｡

年休消化に影響する要因分析を行い, どのような属性

を有する労働者で年休を消化する傾向が強いのかの分

析をする｡ その分析を通じて, 年休の消化率を高める
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ための示唆を得ることができる｡ 年休の消化率に関す

る因子分析によれば, ｢仕事量が多い, 代替要員がい

ない｣ ことの意識の強い人は消化率が最も低いこと,

｢人事評価への悪影響を恐れる｣ 意識の強い人は, 次

いで消化率が低いこと, ｢病気や急な用事への備え｣

の意識の強い人は, 消化率が相対的に高いこと, を示

した｡

3 本書の特色, 提言と今後の課題

本書には, 読者に労働時間問題への理解を深めるた

めの工夫として, コラムと事例報告が盛り込まれてい

る｡ たとえば, 残業をテーマとする第 3 章では, ｢残

業手当の算定方法｣ および ｢残業時間の限界｣ のコラ

ムがある｡ このほか, 成果主義, パソコンの利用, 運

輸業の規制緩和, 出生率などと労働時間との関係が取

り上げられており, 労働時間問題の奥行きの深さが明

らかになる｡ コラムには本文で論じにくい事項を取り

上げた補論的側面がある｡

｢事例報告｣ は, 著者が直接ヒアリングした, 助産

婦兼看護師, 建設工事の現場監督, システム・エンジ

ニア, 中学校教員, 医師, 大企業人事部長, 派遣社員,

美容師の 8人の労働時間実態の報告である｡ それぞれ

の職業ごとの特性から特殊な事情があり, その特殊事

情によって労働時間の制御がそれぞれの職業で現実に

はなかなか難しいことが浮き彫りにされる｡ この事例

をみていくと長時間労働問題の解決は不可能であると

さえ思えてくる｡ コラムと事例報告で本書全体の 3割

を占めていることからも, 著者がコラムと事例報告に

も力を入れたことが理解できよう｡

著者が最も記述したかったのは ｢長時間労働の解消

のために｣ と題する第 8章ではなかったか｡ そもそも

本書は長時間労働の分析を通じて, 長時間労働の原因

を探り, その解消策を模索するという趣旨であるから

である｡

長時間労働対策への著者の提言は, 調査結果から導

き出した ｢実労働時間の客観的な把握とそれに基づく

長時間労働の防止策の実施｣ ｢労働組合の積極的関与｣

｢長時間労働を前提とする業務量の改善｣ であり,

｢CSR やコンプライアンスに従業員の生活という視点

を加えること｣ ｢サービス消費の利便性を弱めること｣

などである｡

労働時間問題の解決は容易ではない｡ 政府はこれま

でどちらかというと労使合意に基づく施策を推進して

きた｡ しかし企業は同業他社の動きを見るから, どう

しても労働時間問題の改善が進みにくい｡ 政府主導で

この状態を改善しなければならない｡ 本書の研究成果

を参考にして, ぜひとも長時間労働問題の真の解決に

向けた抜本的施策を求めたい｡

本書に示された提言は労働時間問題解決への第一歩

である｡ 問題解決の鍵を探るには, 先進諸国との比較

分析が効果的である｡ 本書の ｢大企業人事部長｣ の事

例では年休の取得が年 3～4 日ほどであるとするが,

評者が 2002 年にイギリスのロイズ銀行人事部長に年

休に関して面接調査したところ, 年間 30 日の年休の

すべてを問題なく消化しているという1)｡ 本書では成

果主義も長時間労働の温床であるとしているが, 本書

第 1 章によれば成果主義の本山であるアメリカで週

50 時間以上労働する労働者の比率はわが国よりもか

なり低い｡ どうしてこのような違いが発生するのか｡

著者には ｢日本的働き方｣ と労働時間の関係を次の課

題として探求していただきたい｡

1) 笹島芳雄 ｢長期連続休暇を制度化せよ｣ 『労政時報』 第

3630 号 (2004 年 5 月 28 日)｡
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本書は, 戦後直後期における代表的な労働争議の一

つである 1948 年の東宝争議を焦点としつつ, その前

段における労使関係や映画産業がおかれていた状況,

東宝経営の特徴などに立ち入って考察を加えた戦後労

働史研究の労作である｡ 史料を駆使し, 争議に関わっ

た諸個人の内面にわたる考察を加えて活写し, あたか

も一場の群衆劇を思わせる作品となっている｡

タイトルからもわかるように, 著者の意図は, 必ず

しも伝統的な労使関係研究の枠組に止まることなく,

広く映画研究の流れと切り結ぶことにあるように思わ

れる｡ しかし, 戦後映画についてごく限られた知識し

かもたない評者には, そのような観点から本書を批評

する能力はない｡ 幸い, 映画研究の観点からは, すで

に, 『大原社会問題研究所雑誌』 2008 年 2 月号に岡田

秀則氏による精細な書評が掲載されている｡ 評者は,

主に, 自分の専門分野である労使関係論の観点から本

書を紹介しつつ, 若干のコメントを加えることで責め

を果たすこととしたい｡

東宝争議については, 有名である割には, これまで,

東條由紀彦 ｢東宝争議 (1948)｣ (労働争議史研究会編

『日本の労働争議 1945-80 年』 東京大学出版会, 1991

年) を除き, 労使関係研究のメスが入ることが少なかっ

た｡ この争議は, 国鉄や電産のように, 戦後労使関係

の骨格ともいうべき分野の争議ではなく, その意味で

は, 戦後労働運動史の分水嶺をなすような争議とは言

えない｡ しかし, 読売争議とともに, 当時の経営占拠

的労働運動のあり方を特徴的に示す争議であり, 井上

教授の手によってここに決定版ともいうべき争議史研

究が提示されたことは, 戦後労使関係史研究にとって

画期的な成果であると言える｡

1 経営者の主体形成

労使関係論の観点からみて本書が特に精彩を放って

いる点の一つは, 経営サイドの意図と行動に関して,

史料に基づいて詳細に明らかにしていることである｡

現在の労使関係に馴染んだ目で 1948 年東宝争議の

経緯を眺めたときに, まず違和感を覚えるのは, その

経営者像であろう｡ 戦前東京帝国大学教授で, 渡辺経

済研究所を主宰していた渡辺銕蔵が社長, 中央労働委

員会で労使調整に当たっていた労働官僚の馬淵威雄が

労務担当重役, 戦前工場法改正などに尽力した官僚で,

東京帝国大学教授にもなった北岡壽逸が撮影所長とし

て, 1947 年暮から 1948 年春にかけて就任した｡ 映画

産業についての知識経験がない事はもとより, 企業経

営経験がなく, およそ経営者として適格かどうかも未

知である人々が, 1948 年 4 月 8 日, 270 名解雇通告か

ら, 10 月 23 日, 20 名の共産党活動家自主退職による

決着まで, 長期にわたる争議の矢面にたってとにもか

くにも闘い抜いたわけである｡ 今日では決して起こり

えないこのような事態は, 極めて戦後的な事情によっ

て生じたものである｡

それは, 従来の経営陣の公職追放である｡ 戦前にお

いて阪急や宝塚劇場などを経営した有力資本家である

小林一三, 映画産業の専門経営者として東宝の中核を

担っていた大沢善夫, 森岩雄らがいずれも占領軍の公

職追放により経営陣から離脱し, それに代わって

1947 年 3 月に小林の異母弟である田邊加多丸が社長

に就任していた｡ しかし, 本書によれば, 小林が経営

危機を憂慮し, 共産党に壟断されている経営権の奪還

を目指して人事に介入し, 田邊を会長に棚上げして渡

辺以下の新経営陣を 1947 年 12 月に発足させたのだと

いう｡ いわば身代わり経営者である｡ したがって, こ

の争議における真の経営側当事者は小林であったとも
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いえる｡ 小林は, たとえ会社が焦土と化しても共産党

主導の組合と闘うという強い意志をもって, これら身

代わり経営者たちを叱咤し続けた｡ 他の企業と異なり,

戦前型資本家経営者の主体性が明確に打ち出されてい

た｡ 公職追放されていた小林がこれほどの影響力を東

宝に対して及ぼし得たのはなぜか, という疑問が湧く

が (GHQは何をしていたのか？), この問いには, 本

書は答えてくれていない｡

日経連設立 (1948 年 4 月 12 日, 東宝争議勃発と時

を同じくしていた) に際して ｢経営者よ, 正しく, 強

かれ｣ という声明が発せられたことは名高いが, 裏か

ら見れば, ｢正しくも, 強くもない経営者｣ が多数存

在する状況がそこには反映されていたといえよう｡ 公

職追放, 財閥解体, 経済力集中排除, 賠償撤去など,

占領軍の民主化政策により, 経験を積んだ経営者は企

業経営から去り, 代わって登場した経営者たちは, 将

来への確信をもつことができなかった｡ また, 統制経

済が存続し, 企業の自主権は制限されていた｡ このよ

うな状況の下で, 労働組合が公認され, 占領軍の奨励

を受けて, 燎原の火のごとく広がり, インフレ経済の

下, 激しい闘争を繰り返していた｡

このような困難な状況に立ち向かって企業を成長軌

道に乗せることができる ｢正しく, 強い｣ 経営者像は,

いまだ確立していなかった｡ 経営者予備軍である部課

長層は, むしろ労働組合に傾斜し, その組織力に期待

して企業の再建と生産復興を目指す方向にあった｡ 彼

らを労働組合から取り戻し, 利潤を上げつつ経営の合

理的推進を担う主体として統合していく経営者が求め

られていたと言えよう｡ この課題と関わる労使関係上

最大の争点は, 協約上, 組合員の範囲をどのように定

めるかという問題であった｡ 東宝争議の争点となった

協約改訂に際しても, このことは主要な争点の一つで

あった｡

2 占領軍の対応

占領期における労使関係については, 常に, 占領軍

の意向と, 具体的な働きかけの態様が問題となる｡ 労

使双方とも, 占領軍の明確な意志が表明される場合は,

それに逆らうことは不可能であり, むしろ, それぞれ,

いかに占領軍の意向を自らの利益に合致するように利

用するかが重要であった｡ もちろん, 占領軍も一枚岩

ではなく, 内部に様々な意見の不一致を内包し, それ

が混乱に結びつくことも多かった｡ たとえば, 1946

年読売新聞第二次争議をめぐる CIE 新聞課の介入は,

ESS 労働課との紛争を招いたが, 争議の発生とその

帰趨に決定的な意義をもった｡

本書もこの点についての目配りを忘れていない｡

1948 年東宝争議においては, 第八軍が介入し, 同軍

本部労働課長は, 経営者の行動を是認するような発言

をして, 組合側を牽制したりしている｡ このような動

きは, 経営者に, 占領軍が経営側の行動を批判しない

ばかりか, むしろ是認していると感じさせ, 少なくと

も占領軍の干渉なしに 270 名の解雇を実行しうると考

えさせる効果をもったと思われる｡ しかし, 読売争議

におけるような特定の政策意図による直接的な争議介

入は行っておらず, この意味では, 争議の帰趨を決定

づけるような動きはしていない｡ これは, ｢来なかっ

たのは軍艦だけ｣ という仮処分執行時の占領軍の強い

態度から来る東宝争議のイメージと隔たっている｡ 本

書を読む限り, この争議において組合側を屈伏させ,

20 名の共産党活動家の退職, そして経営権を強く制

約していた労働協約解消の確定という結果をもたらす

うえで最も有効であったのは, 占領軍の介入よりも,

撮影所分離・閉鎖も辞さずという経営者側の焦土戦術

であったように見える｡

これに関して占領政策が重要なバックアップをした

とすれば, それは, 過度経済力集中排除政策であった｡

同業他社が拒否した製作, 配給, 興行三事業ごとに企

業分割する案を東宝経営陣が積極的に推進する姿勢を

見せたことは, 撮影所分会を主力とする争議主体側に

とって大きな脅威であったはずである｡

3 協約闘争

1948 年東宝争議の発端は, 上述したように 270 名

の解雇通告であり, 会社は経営危機をその理由に挙げ

ていた｡ 通常の経営上の理由による解雇であるという

主張である｡ たしかに, 本書でも詳しく述べられてい

るように, インフレの進行や度重なる労働紛争, 新東

宝の分離などによる経営危機は深刻であった｡ しかし,

最終的に 20 名の共産党活動家の自主退職で決着した

ことから考えると, この経営危機の問題が最も主要な

争点であったのか, 疑問が残る｡ 企業再建といっても,
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軍需から民需への困難な転換を迫られていた重化学工

業や, 船舶を失っただけでなく新規の船舶建造ができ

なかったために産業存続が危うかった海運業などに比

べれば, 経営危機の深度はやや浅かったのではなかろ

うか｡

労使関係論の観点から本書の記述を見ると, この争

議の真の争点は, 協約問題にあったように思える｡ だ

からこそ, 組合が協約を梃子に, 経営権の簒奪ともい

いうるほどの発言権を確保する上で原動力となってい

た共産党活動家を排除することが最大の争点となった

のではないか｡ 確かに, 小林 -渡辺ラインの主張は,

専門家である馬淵の助言も無視したあまりにも露骨な

反共・反組合の主張で, 都労委において会社側の全面

的敗北という結果をもたらすことになった (これも読

売争議とは対照的な結果である)｡ このような主張の

背後には, 渡辺, 小林らのイデオロギーがあったこと

は確かであろう｡ しかし, 協約改訂交渉を通じて,

1948 年 3 月末日で労働協約解消, 無協約状態突入と

いう事態をすでに獲得している会社側がなぜ, これほ

どまでに共産党排除に熱心にならなければならなかっ

たのだろうか｡

本書に示された 1946 年労働協約の文面を見る限り,

経営権が明確にうたわれている｡ 個別人事に至るまで

事前に労働組合の同意を求めることを規定した戦後直

後らしい条項も確かにあるが, それにしても, 最終的

には経営側が一方的に実施できないわけではなく, こ

れに対して組合側は団体交渉・争議行為によって対抗

するほかなかった｡ 当時の大沢社長がアメリカの労働

協約を研究して作成しただけに, それほど筋の通らな

い一方的な労働協約ではなかったことがわかる｡ にも

かかわらず, 事実上, 労働組合が人事権を壟断する力

を発揮したのは, 第 1に, 共産党活動家を中心に, そ

の行動力が強固であり, いつでも争議行為に訴える力

があったこと (この労働協約には, アメリカの労使関

係なら当然前提となっている協約期間中の平和義務と

いう考え方は全く取り入れられていなかったようであ

る), そして, 第 2 に, これに対抗しようにも, 中間

管理職層まで組合側になっていて生産現場で経営側の

意志を担う組織力として機能していない状態であった

ことによると考えられる｡

以上, 三点にわたって, 本書の東宝争議論にコメン

トを加えてみた｡ 本書が最も力を注いでいる争議に関

わった映画人の苦闘には, ほとんどふれられなかった｡

この意味では, 蛇足に過ぎないかもしれない｡ 読者に

は, 余分な議論を考える前に, まず本書が戦後労使関

係史研究に切り開いた豊かな地平を熟読玩味すること

をお勧めしたい｡

1 基礎研究者という研究対象

本書は, 知的労働者のマネジメントの重要性が一層

の高まりをみせる近年, その中でも特に, 独自性・創

造性の発揮が期待される ｢基礎研究者｣ に焦点をあて

た研究書である｡

数多くの先行研究により, 企業の研究職・専門職の

人々は, 他のホワイトカラー職種, とりわけ事務職と

は, 動機付け要因や働き方, 仕事に対する価値観など

日本労働研究雑誌 93

にった・みちお 東京大学社会科学研究所教授｡ 労使関係・

労務管理論専攻｡

義村 敦子 著

『基礎研究者の職務関与と人
的資源管理』

安藤 史江

●
よ
し
む
ら
・
あ
つ
こ

成
蹊
大
学
経
済
学
部
教

授
。

●慶應義塾大学出版会

2007 年 7 月刊
A5判･210 頁･ 3150 円
(税込)



大いに異なることが知られている｡ たとえば, 事務職

では組織内での昇進を果たし, マネジメント側に立つ

ことがまだまだ大きな動機付け要因の一つとなりうる

が, 研究職・専門職では必ずしもそうではない｡ むし

ろ, 自分の研究活動に割くことのできる時間が減ると

して, 積極的に回避しようとする者も少なくない｡ 金

銭的報酬にもさほど動機付けられず, 仕事そのものの

面白さや仕事を遂行した結果としての達成感のほうに

強く動機付けられる｡ 組織コミットメントも必ずしも

強くなく, より恵まれた研究・就労環境があれば, さ

ほどの抵抗感もなく転職してしまう｡

もちろん, エンプロイアビリティの必要性が主張さ

れるようになって以来, こうした価値観・考え方・行

動様式は, 研究職・専門職に限ったものではなくなり

つつある｡ 企業特殊的な能力だけでは不本意な市場価

値しか得られないと感じた比較的年齢の若い人々を中

心に, 徐々にではあるが確実に, 職種を問わずスペシャ

リスト志向が高まっているからである｡ しかし, この

ような近年の価値観の変化を考慮してもなお, 基礎研

究者の仕事に対する価値観や行動様式の特異性は依然

として際立っている｡ そこで, 彼らの意欲を引き出し,

そのパフォーマンスを高め, 最終的には企業競争力の

獲得にまで至るためには, 基礎研究者の心の動きを的

確に把握することが, どうしても必要になるわけであ

る｡

著者は, この問題に取り組むにあたって, ｢職務関

与 (job involvement)｣ を研究の主軸に据えた｡ 職務

関与とは, 著者の定義によれば, ｢働く人々が自分の

仕事にどれだけ ｢関与しているか｣ ｢夢中になってい

るか｣ を表現する概念であり, 職務とそれに従事して

いる人との心理的な関わり合いに焦点をあてた概念

(p.10)｣ と説明される｡ ここで, モチベーションに

関わる多くの類似概念の中から ｢職務関与｣ が注目さ

れた理由は, 自身の専門知識や感性を活かして主体的

に仕事に関わるという基礎研究者の働き方が, 単なる

職務満足や組織コミットメントよりも仕事に対する心

理的距離で測るほうが相応しいものであると, 著者が

捉えているからである｡

2 本書の構成と概要

本書は, 序章を除いた全 7章で構成されている｡ 序

章で本書の目的と研究方法, 以降の構成を説明した後,

第 1 章と第 2 章で先行研究のレビューが, そして第 3

章から第 6章までは実証分析が行われている｡

まず第 1章は, 職務関与の定義・概念についてのレ

ビューである｡ 多くの先行研究で取り扱われてきた職

務関与だが, その実, 定義や職務関与の概念範囲はま

ちまちで, 十分な統一がなされずにいたことが指摘さ

れる｡ 著者はここで, 職務関与の構成概念を, ①情緒

的職務関与, ②認知的職務関与, ③行動的職務関与の

3因子とするモデルを提示する｡ 多面的な構成概念を

用意することで, より適切に個人と職務との心理的距

離を把握することができると考えるためである｡ 続く

第 2 章では, 3 因子の職務関与に影響を与えると考え

られる要因を, 個人変数・組織内変数 (職務特性や人

的資源管理施策などの組織環境)・組織外変数に分け

て個別に検討している｡ また, 各要因だけでは捉えき

れない, 職務関与の生成と高揚のメカニズムを把握す

るために活用しうるフレームとして, 個人 -状況相互

作用理論と職務特性理論に着目し, その必要性もしく

は活用すべき理由を説明している｡

第 3章から第 6章までは, 質問票調査による大量サ

ンプルを用いた実証分析結果の紹介である｡ まず第 3

章では, 第 1章で提示された職務関与 3因子概念の測

定尺度としての妥当性が検討される｡ そのうえで, 第

4 章では, 第 2 章で挙げられた要因一つひとつについ

て, 個別に職務関与との関係が, 相関分析・ｔ検定・

分散分析などの統計的手法を用いて検討される｡ 次に,

第 5章では, 職務関与が強いとどのような効果が期待

できるかという視点から, 職務関与と職務パフォーマ

ンスの関係が分析・考察される｡ なお, この場合の職

務パフォーマンスとは, 論文掲載数および学会発表数

で測定されている｡ そして, 第 6章では, これらすべ

ての要因を取り込んだモデルの検討を, 共分散構造分

析を用いながら, 研究機関の人的資源管理施策が基礎

研究者の職務関与に及ぼす影響, および, そのメカニ

ズムを明らかにしようとしている｡

終章である第 7章では, インタビュー調査の結果を

簡単に織り交ぜつつ, 本章に至るまでの議論の要約を

行っている｡ また, 本書の一連の実証分析で得られた

結果に基づき, 実務的な含意を引き出そうとの試みも,

わずかながら為されている｡
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3 本書の特徴

本書の読後の印象としてまず一番に挙がるのは, そ

の丁寧な記述の進め方であろう｡ まず初めに統合モデ

ルを披露し, ある程度全体像を明らかにしたうえで,

順番にその細部を説明していくアプローチもあるが,

本書では一つひとつ丁寧に足固めをしながら, その基

盤にたって徐々に分析を深め, 次第に全体像が鮮明に

なってくるという構成になっている｡ 概念の説明, 妥

当性の検証, どれをとっても真摯に, 熱意をこめた説

明がなされている｡ したがって, 読者は著者の論理展

開から逸れたり置き去りにされることもなく, 一歩一

歩確実に本書の主張について理解を深めていくことが

できる｡

内容面についていえば, 本書のテーマである, 高い

独創性と創造性がともに求められる基礎研究者の職務

関与のメカニズムを解明しようする取り組みは, それ

だけで有益であることは疑う余地もない｡ どのような

要因が, 基礎研究者の職務関与を高めるのか, もしく

は低めるのかを正しく理解し, その結果を反映させた

マネジメントを行うことで, 著者が主張するように,

競合他社と比較して, その企業が高い競争優位性を獲

得することは決して不可能なことではないだろう｡

これに関連して, これまで必ずしも明確でなかった

職務関与と職務パフォーマンスの関係が明示されてい

る点は, とくに高く評価したい｡ たとえ, 職務関与に

影響を与える要因が明確になっても, 職務関与の高さ

が職務パフォーマンスの高さにつながることが曖昧な

ままでは, 企業が積極的に人的資源管理施策に取り組

むうえでの十分な誘因たりえないと推察できるためで

ある｡ 同様に, その影響力が実証分析結果を通じて数

値化されている点も, 一定の説得力を期待させるもの

である｡ 全体のメカニズムを定量的な視点から把握す

ることによって, それぞれの企業の戦略や目標, 長所

や短所を考慮した, 的確なマネジメントを行使しやす

くなると考えられるからである｡

こうした本書の理論的・実証的貢献は踏まえたうえ

で, 評者として今一歩, 本書に求めたい点があるとす

れば, 主に次の 3点に集約されると考える｡ 第 1は,

分析結果と現実の事例との結びつきが比較的弱いと受

け止められる点である｡ もちろん, 一つひとつの仮説

やそれに基づく分析結果は先行研究から導かれたもの

でもあり, 十分に首肯しうるものであるのだが, あま

りに整理されすぎた状態で仮説設定がなされており,

企業内の生き生きとした姿がイメージしにくくなって

いる｡ たとえば, 先行研究である程度明らかになって

おり, 今さら本書で改めて記述するまでもないことで

あったとしても, 国内外における基礎研究者の規模や

類型, 働き方や価値観をイメージさせる個別の具体例,

多くの基礎研究者が直面しやすい問題についての記述

に, 前半部分などでもう少し頁を割いてもよかったの

ではないだろうか｡ 読者が, 基礎研究者の働き方につ

いて具体的なイメージを著者と共有できた場合とそう

でない場合では, その後の理解の深さや広さに大きな

差が生じるように思われる｡ 同様に, 本書では実務的

な含意というレベルにとどめているが, 現実に本書の

モデルに近く, 基礎研究者に対する人的資源管理施策

が機能していると判断される企業, 評判の高い企業の

事例が具体的に紹介されていれば, 読者としては大い

なる説得力を感じることができるのではないかと評者

は考える｡

第 2として, 描き出された職務関与のメカニズムで

は, 結果的に相互作用的な関係を読み取りにくい点を

挙げたい｡ 著者は, 個人 -状況相互作用理論の援用と

いう意欲的な試みを掲げている｡ しかし, 影響要因が

満たされれば職務関与が高まり, その結果, 職務パフォー

マンスが高まるという, 一方向の関係は非常に明快に

もかかわらず評者の限られた理解では, それと逆方向

の流れについては明示されているように読み取れない｡

また, 相互作用といえば, モデル全体の話だけでな

く, 個人間の相互作用の影響が現実世界よりも希薄に

映る点についても, 多少の違和感を禁じえない｡ もち

ろん, 本書の実証分析でも, 内外の交流やリーダーと

の交流, 達成動機社会など, 他者との相互作用を表す

要因への検討は一通りなされている｡ しかしながら,

研究職・専門職においては, フォーマル・インフォー

マル双方の学習コミュニティの存在や, 他者からの承

認が, 意欲や成果の創出に大きな影響力を持つことは

すでによく知られたことである｡ たとえ研究の自由度

を何よりも愛する基礎研究者といえども, 逃れられな

い相互作用の渦の中でなお個の輝きを放とうとしてい

る姿を, もう少し前面に打ち出せないものだろうか｡
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第 3は, 分析結果の解釈上の疑問である｡ 本書で提

示された作業仮説には ｢差がない｣ ｢影響を与えない｣

などの形式の仮説が散見された｡ しかし, 帰無仮説は

ともかく, 作業仮説において ｢ない｣ ことを仮定し,

しかもたとえば相関が有意でないことをもって ｢ない

ことが支持された｣ と判断するのは, かなりの飛躍を

伴う, やや危険な解釈ではないだろうか｡ 周知のとお

り, 本書のように複数回にわたって収集されたデータ

を用いている場合でさえも, ｢ない｣ ことを証明する

ことは非常に困難なことだからである｡ これと類似の

問題点として, 作業仮説が支持されなかった場合に,

｢棄却された｣ との表現がしばしば使用されていた｡

帰無仮説が棄却されれば作業仮説が支持された, と解

釈するのが一般的な解釈の仕方であることを考慮する

と, これも解釈の混乱を招く恐れを否定できない｡ も

ちろん, これらの点は, 本書における実証分析の結果

そのものの意義を損なうものではない｡ だが, 本書の

主張の信頼性を確保するうえで非常に重要な点と捉え

ることができるのではないだろうか｡

日本の企業の 99％は中小企業であり, 労働者の 71

％は中小企業に勤めている｡ しかし, 中小企業の実態

をつかむのは, 大企業と比較して難しい｡ 有価証券報

告書から得られるデータは上場企業に限られるし, 信

用調査会社が集めるデータも大企業に偏る傾向にある｡

一方, 中小企業は存続する割合も低く, 事業内容は多

岐に渡り, マンション開業など, 調査員が把握できな

い場合にはその存在をつかむことが難しいという指摘

もある (中小企業総合研究機構, 『平成 17 年度 ｢わが

国における開業率の要因分析に関する調査研究｣ 調査

報告書』)｡ その為, 規模の小さい創業初期の企業の動

向をつかむことは難しく, 調査が行われても, 地域や

標本数が限られていた｡

本書は, このように実態がつかみにくい中小企業で,

どのような企業が創業初期段階に成長し, 事業閉鎖に

追い込まれているのかを, 多角的な視点から実証分析

を用いて明らかにしている｡ その実証分析を可能にし

ているのが, 収録されているすべての論文で用いられ

ている ｢新規開業パネル調査｣ である｡ そこで, この

書評では, 最初に ｢新規開業パネル調査｣ が優れてい

る点を紹介したい｡

毎年, 本書の編集を行っている国民生活金融公庫総

合研究所は, 国民生活金融公庫が新規に貸出を行った

開業直後の企業に対して ｢新規開業実態調査｣ という

調査を行っている｡ しかし, この調査は新規開業者に

1度だけ行う調査であり, その後の成長や存続・廃業

についてまでは分析できなかった｡

そこで実施された調査が ｢新規開業パネル調査｣ で

ある｡ 調査対象は ｢国民生活金融公庫の融資先のうち,

2001 年に開業した企業 2181｣ 社であり, それぞれの

企業に対し, 1 年ごとに計 5回の調査を行っている｡

このデータからは, 創業初期の存続・廃業, 成長の要

因を分析することが可能である｡

この調査が優れている点を, 更に 3 つ挙げたい｡ 1

つは, 廃業の有無が明確な点である｡ 廃業に関する分

析には, 調査が継続出来なくなった企業を廃業とみな

すケースが多くみられる｡ しかし, この ｢新規開業パ
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ネル調査｣ はアンケートで継続の有無を訊ね, それで

も分からない場合は調査委託先の帝国データバンクと

融資元の国民生活金融公庫によって確認される｡ それ

以外の不明な企業は, 存廃不明として本書の分析から

は除かれており, 廃業に関するデータの精度が高い｡

2 点目は質問項目である｡ ｢新規開業パネル調査｣

は経営者の学歴や斯業経験などの個人属性, 資金調達

先の内訳と借り入れ先, 開業の理由といった, 他の調

査では質問項目に含まれていないような内容について

も, 網羅している｡ その為, 経営者が持つ人的資源を

解明することができるのである｡

開業時点の属性を捉えられる点も重要である｡ 多く

のアンケートは, すでに開業している企業に質問する

ため, 開業時の状況を訊ねたとしても, 回答者は ｢思

い出す｣ 必要がある｡ その為回答の内容が不確かであ

る可能性が残る｡ その点, ｢新規開業パネル調査｣ は

開業時の状態を正確に把握することが可能である｡

本書は, これら ｢新規開業パネル調査｣ の特性が,

数多くの研究実績がある中小企業研究者によって活か

され, 先行研究では明らかになっていなかった創業初

期段階の企業動向という闇の部分に光をあてている｡

本書は, 7 本の論文と, そのまとめ, データに関す

る資料で構成されている｡

第 1 章 ｢廃業企業の特徴から見る存続支援策｣ (鈴

木正明) では, 先行研究では取り上げられてこなかっ

た, 経営者の個人属性や, 開業時の資金調達の影響に

ついて分析を行っている｡ サバイバル分析から, 経営
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者の斯業経験が長いと存続する確率が高いことがわかっ

た｡ ただし, 斯業経験の効果は, 開業後, 徐々に低下

していく傾向にある｡ また, 男女間で廃業確率に差は

見られなかったが, 存続に正の効果を持つ自己資金が

男女間で差が見られた｡

以上の結果から考えられる開業支援策として, キャ

リア形成を築くのが難しい女性や若者へのキャリア形

成の促進, 適切な事業計画を持つ女性・若者への政策

融資の拡充が提示された｡

第 2 章 ｢開業による雇用創出と開業後の変動｣ (鈴

木正明) では, 中小企業の雇用創出能力とその原動力

について分析している｡ 集計結果から, 廃業による雇

用喪失を勘案しても, 従業者数は年を経るにつれて,

増加傾向にあることが判ったが, その増加の内訳は,

パート・アルバイトが半分を占めていた｡ 一方, 従業

者が増えている企業は, 経営者が開業直前の勤務先で

経営管理にあたっている傾向があり, 従業員の育成が

雇用を伸ばすことが示唆される｡

調査対象企業の従業員増加のおよそ半数が全体の約

10％の企業によるもので, その増加の内訳の 67.4％

が非正規雇用であることから, 雇用対策としての中小

企業支援には, 支援対象の限定, 雇用の質の確保の問

題が残るといえる｡

存続と成長に地域格差があるかを第 3章 ｢存続・成

長と地域特性｣ (岡室博之) は, 分析している｡ 地域

間格差の分析として, 3 大都市圏 (東京大都市圏, 京

阪大都市圏, 中京大都市圏) とそれ以外の地域で開業・

存続・成長に違いがあるかを推定しているが, 統計的

有意な違いはみられなかった｡ 更に, プロビット分析

を用いて, 従業者規模や経営者の属性, 産業や借り入

れに関する項目をコントロールしたとしても地域間に

差がみられず, 地域の金融機関店舗の密度, 従業者成

長率, 開業比率, 商工比率といった項目も, 成長や存

続に影響を与えていなかった｡

しかし, 地域内に同業種の事業所が多い場合は, 成

長に負の影響を与えても存続確率は高まっており, こ

のことから, 企業の成長は立地そのものよりも, 立地

と業種の組み合わせが重要であるという結論が得られ

た｡

第 4章 ｢追跡調査に見る新企業の動態｣ (原田信行)

は企業・経営者の属性を中心にデータの細かい動きを

丁寧に追跡している｡

クロス集計からは, 創業してすぐに売り上げが伸び

ている企業は, 次第にその伸びが鈍化していることが

わかった｡ また, 個人企業および小さい企業の方が廃

業する割合が高いことがわかった｡ あわせて, ｢平均

的な事業規模の拡大が一部企業の退出と存続企業の成

長の双方によってもたらされる｣ ことを指摘している｡

一方, 経営者の開業時の年齢ではなく, 経営者の斯業

経験期間が企業規模に正の影響をもたらしていること

を明らかにしている｡

第 5 章 ｢新規開業融資に見る金融機関の役割｣ (村

上義昭) は, 情報の非対称性から, 民間金融機関から

の借入比率が低い新規開業企業の信用が高まっていく

過程を明らかにしている｡ 開業時の借り入れ先は, 国

民生活金融公庫からの借り入れが高く, 民間金融機関

の借り入れはその 3分の 1程度だった｡ ただし, その

後の借り入れ先の変化をみると, 徐々に金融公庫から

民間金融機関に推移し, 4 年目には両者の借入比率は

逆転している｡ その背景として, 情報の非対称性の緩

和と, 事業が軌道に乗っている企業が借り入れを増や

していることが挙げられる｡

また, 金融機関の役割として, ｢雇用創出への影響｣

｢成長企業の促進効果｣ ｢斯業経験や自己資金の低い女

性開業者の補完機能｣ があることを提示している｡

第 6 章 ｢計画と現実のギャップへの対応｣ (鈴木正

明) では, 一般消費者を対象とした事業に限ると, 目

標月商を達成できない企業が 4割を超えていることを

指摘している｡ また, 未達成企業は廃業する割合も高

く, 存続しても不振からの脱却は難しい｡ その要因と

して, 企業家の発想力の限界と, 資金制約を挙げてい

る｡

同時に本論では, 目標未達成企業の対応について,

事例を通じて紹介している｡ ①規模を縮小することで,

撤退を免れる｡ ②事業を撤退し, 借入金を返済して再

開業を行う｡ ③事業内容の変更｡ ニーズをつかみ, 商

品・サービスを変更する｡ ④知名度・信用の低さを,

周知活動を見直すことで挽回する｡ ③や④のように不

振から脱却するには, ｢企業家本人の資質・才覚｣ と

｢人的なつながり｣ が必要であった｡

第 7 章 ｢成長に向けた経営上の取り組み｣ (村上義

昭) は, 売上成長率のばらつきに注目し, 新規開業企
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業の業績格差の要因を分析している｡ まず, 月商増加

率に応じ, 対象企業を ｢好調企業グループ｣ から ｢不

振企業グループ｣ まで 4グループに分け, 斯業経験が

短い存続企業で成長率が高まることを示している｡ ま

た, 不振企業と好調企業との差異は, 時間が経つごと

に広がりを見せていた｡

この格差の要点として, 著者は 3 つ挙げている｡ 1

つは, 不振企業も好調企業も開業時に直面する問題は,

顧客開拓やマーケティングがうまくいかないことであっ

たこと｡ 2 つ目に, 販売促進活動で, 好調企業は取扱

商品を増やす傾向にあること｡ しかし, 成長過程にあ

る好調企業でも, 人材確保の問題が新たに発生してい

た｡

90 年代以降, 日本は自営業主の高齢化・競争環境

の激化から廃業率が上昇し, 一方で開業率の上昇がみ

られない｡ その為, 開業支援策が多く執られてきた｡

ただし, 開業を促進したとしても, 創業して数年で廃

業してしまえば, マクロ経済に与える影響も, 地域活

性化に与える影響もほぼ皆無であるし, 開業者には事

業を興す為に必要とした借金が残るのみである｡ これ

らの問題を少しでも無くすために, 本書は非常に役に

立つだろう｡ 例えば, 斯業経験を積んでおくことは廃

業を避けるのに有効であるし, 事前に同じ地域に同業

者がいるかを確認することが重要である｡ 既に直感的

には広く知られていることかもしれないが, 信頼でき

るデータから統計的に有意な結論が得られた意味は大

きい｡ 本書は, 中小企業研究者とともに, 開業を考え

ている人々や, 融資が行われる現場で働く人々にこそ

読まれるべき 1冊である｡ それには, 本書で得られた

研究成果が幅広くアナウンスされることが求められる

だろう｡

最後に, 1 つ指摘させて頂きたい｡ 本書に掲載され

ている研究には適用する必要がなかったかもしれない

が, 北村行伸氏 ｢パネルデータの意義とその活用｣

(『日本労働研究雑誌』, No. 551, pp. 6-15) で紹介さ

れているような, パネルデータであるからこそ利用可

能である計量的手法を用いることで, より追跡調査の

特性が活かされると思われる｡ 本書で使用されている

｢新規開業パネル調査｣ は質問項目も豊富であり, 1

冊の本では収まりきらない｡ 今後, このデータベース

が幅広く研究者に利用され, 本書のように優れた研究

が生まれることが望まれる｡

日本労働研究雑誌 99

かわかみ・あつし 学習院大学大学院経済学研究科博士後

期課程｡ 労働経済学専攻｡



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /FutoGoB101-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /FutoMinA101-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /GothicBBB-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Jun101-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Jun34-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Jun501-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /MidashiGo-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /MidashiMin-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /MtGothic-Medium-It
    /Ryumin-Bold-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Heavy-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Light-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Regular-Bibl-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Ultra-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Bold-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Light-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Medium-Biblo-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Regular-Bibl-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Ultra-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinseiKai-Biblos-83pv-RKSJ-H
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


